
提出書類の作成要領
平成20年度  石油・天然ガス基礎研究
「研究テーマ名」
実施計画書
平成20年＊月
（提出時期に合わせて記載下さい）
[大学又は公的機関名、研究室名、及び研究代表者氏名]  印 [研究代表者印]
実施計画書記入事項の内容
  ・文字は見出しについては、12－14ポイント相当、本文は10－10.5ポイント相当として下さい。
    （12ポイント文字，14ポイント文字，10ポイント文字，10.5ポイント文字）
  ・実施計画書は表紙、別紙1（人件費内訳）、外注先選定理由書（別紙２）を除き、全体を5ページ以内でまとめて下さい。
  ・本実施計画書作成及び提出に伴い必要となる書類（各種規程等）はページとしては数えません。
1  研究の概要

研究内容や目的の概要を200字以内で、明瞭に記述して下さい。

2  緒言

研究を行うに至った経緯、背景を記入して下さい。

3  研究目的

研究を行う目的を記入して下さい。
4  研究内容

研究を行う内容を記入して下さい。
5  研究実施期間（研究スケジュール）

平成20年7月を研究開始の目途とし、研究終了までの研究予定を記入して下さい。

研究スケジュールは四半期毎に記載して下さい。

　　　　注：研究実施期間は実契約締結日に合わせ変更して頂くことがあります。
6  研究実施体制

組織及び管理体制
研究実施に係る代表者（研究担当者）の氏名及び連絡先（郵便物郵送先、電話番号（内線）、ＦＡＸ番号及び電子メールアドレス）、経歴（別添：様式1）

研究協力者の所属氏名及び職位
（研究担当者及び研究協力者を以下、「業務従事者」とします。）
外注先がある場合、外注先選定理由書

外注先予定会社未定の場合は、外注内容等を簡潔に記載して下さい。
7  成果物

「上記の研究結果をとりまとめ、10ページ程度の報告書及び詳細報告書（日本語）をそれぞれ3部づつ、及び同内容を格納した電子媒体一式を提出」して頂きますので、その旨を記載して下さい。

成果物にソフト開発等が含まれる場合は上記に加え、ソースコード及び取扱説明書一式を提出して頂きます。

注意
電子媒体作成要領
  (1)本文：Microsoft Windows2000上で動作する、Microsoft Word 2000 にて読み取り可能のこと。
  (2)表など：上記仕様のWordまたはMicrosoft Windows2000上で動作する、Microsoft Excel 2000にて読み取り可能のこと。
  (3)その他図等：特定のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに依存しないこと。
  (4)電子媒体のフォーマット：Microsoft Windows2000にて読み取れるフォーマット形式。
  (5)Microsoft Windows以外をご使用の場合は、上記フォーマットにて読み取れるテキストファイルとして作成，保存して送付して下さい。

(6) 電子媒体には総括代表者名と研究テーマ名を記入又は記載したラベル等を貼付して下さい。
8  研究実施後の展開
研究の成果として、または成果を用いて期待される波及効果及び研究を行うことにより技術的に明らかになると予測される点、新たに判明すると考えられる技術的課題などを記入して下さい。
9  支出計画明細書
   次ページ表参照
・金額はすべて税抜きを記入下さい。支出計画に記入する費用は税抜きにて積算し、最後に消費税額を積算して下さい。
・税抜きの計算は申請者の経理等の担当に確認して下さい。
・項目の詳細は後述の支出計画明細書説明を参照し記入して下さい。
・必要となる金額をそのまま積算して下さい（千円単位への切り上げ等は行わないで下さい）。

・消費税及び一般管理費は1円単位まで記入して下さい（1円未満は切り捨てとなります）。
・外注費は一般管理費の対象外となります。
・用紙がA4版であれば、縦置き、横置きは問いません。
　注：支出計画明細書の作成にあたっては、経理担当部門、契約担当部門等とご相談の上、とり進め頂きたくお願い致します。
10  他の制度からの補助金の有無
   次ページ表参照
・提出テーマと関連のある研究テーマで他省庁の研究助成金制度による助成を受けている場合や申請中の場合は、本事業に提出することは可能ですが、他の制度における研究内容や採択の結果によって本事業の審査の対象外とさせて頂くことがあります。

9  支出計画明細書
	研究項目
	経費・項目
	金額（円）
	備考

	
	(1)人件費
	0
	

	
	(2)直接経費
	
	

	
	  　旅費交通費
	XX4,405
	千円単位に切上しないこと

	
	   　 国内
	XX0,511
	出発地－目的地  運賃×人数，回数
日当，宿泊費（滞在費）×人数，回数

	
	   　 海外
	XX2,601
	同上

	
	  　分析・試験機器等購入費
	
	○○実験装置一式，○○検知機（2台）
××材料費

	
	  　電算機等使用料
	
	パソコン「NNNN」リース（1台）
分析機器「VVVV」レンタル（1台）

	
	
	
	

	
	  備品消耗品費
	
	試薬，実験器具

	
	  報告書作成費
	
	

	
	  臨時傭役費
	
	日当または時給×日数または時間×人数

	
	  その他
	
	光熱水費

	
	　直接経費　計
	
	

	
	(3)一般管理費（○％）
	       0
	（上限：直接経費×15％）

	
	(4)外注費
	
	××株式会社、○○千円
大学内分析センターへの分析費

（別紙２）として外注先選定理由書を添付

	
	小計（税抜金額）
	XX4,725
	

	
	消費税等（５％）
	 XX,236
	（1円未満切り捨て）

	
	合計（税込金額）
	XX4,961
	


10　　他の制度からの助成等の有無（申請中を含む）

有　・　無　（いずれかに○を付けてください。）

・有の場合下記を記載して下さい

	助成制度名
	研究テーマ名
	助成対象者・機関
	研　究　資　金
	研究期間

	
	
	
	総　　額
	助　成　額
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


・支出計画明細書説明
予算に計上できる経費の内訳及びそれに伴い必要な書類は次のとおりです。
１．人件費
　　本事業では、原則として人件費の計上はできません。
２．直接経費
	項　目
	内　容

	１．旅費交通費
２．通信費

	１．海外及び国内での研究、情報収集等のための運賃（航空運賃、鉄道運賃、空港施設使用料を含む）、滞在費（日当及び宿泊料等）、交通費、支度料等とし、申請対象は委託業務従事者として実施計画書中に登録された従事者に限る。（臨時傭役費が適用となるアルバイト等についての旅費交通費は申請できませんのでご留意ください。）
２．積算にあたっては、受託者の定める旅費規程を適用し、海外，国内に分けて積算する。
３．交通費は、原則として公共交通機関利用のみ可とするが、交通の便等の事情がある場合には、タクシーまたはレンタカーの利用を認める。この場合はタクシー（レンタカー）利用理由書（様式自由）を必要とする。
・本委託業務を遂行するために直接必要になる電話・ＦＡＸ等の費用。ただし、国内における電話・ＦＡＸ等（国内出張は除く）の費用は認めない。
・一般管理費を計上する申請者は、管理費中に含まれるものとする。



	３．分析・試験機器等
購入費
４．電算機等使用料
５．文献・資料購入費
６．報告書作成費
７．備品消耗品費

	・本委託業務を遂行するうえで直接必要な分析、試験機器、材料等の購入費等とし、当該機器等の購入に係る輸送費、関税、保険料、据付に要する費用も含むものとする。
・２０万円以上（消費税等含まない）の機器等の購入には、事前に資源機構の承諾を要する。この承諾の申請手続きは、購入予定機器名等を実施計画書（支出計画明細書の備考）に記載することをもってこれに代えることができる。
・１件５０万円以上（消費税等含まない）の購入に際しては、原則として、合見積もりによる。特命発注（1社の見積のみ）の場合は、選定理由書並びに当該価格が妥当であることを説明する書類（既存の類似製品との比較、主要部品価格の積み上げ等）（様式自由）を作成する。
・１件１５０万円以上（消費税等含まない）の機器等を購入する場合は、購入先との間で契約書を締結する。ただし、受託会社の定める規程により契約書を省略したときは、当該規程を添付することをもってこれに替えることができる。この場合の契約期間は資源機構と受託会社の契約期間内とする。

・本委託業務以外の目的でも使用する予定のものについては、本委託費での資産購入を行わず、自己調達して下記「9.その他」等により使用料を積算する。

・本委託業務を遂行するにあたり必要となる電子計算機及びソフトウェア及び分析・試験機器等の使用料。
・電算機等の使用料は、受託者所有の電算機等に係る賃貸料のほか、レンタルまたはリースによる賃借料も含むものとする。
・電算機等を使用する場合は、使用予定の電算機等名を実施計画書（支出計画明細書の備考）に記載する。
・本委託業務を遂行するために直接必要となる専門図書及び資料の購入費とする。ただし、辞書，便覧，定期刊行物のような汎用性のあるものは認めない。
・委託業務を遂行するために直接必要となる成果報告書作成のための、印刷製本、編集、校正に係る費用とする。
・委託業務を遂行するために直接必要となる備品、消耗品等の購入費とする。
・１件２０万円未満（消費税等含まない）の備品及び消耗品（耐用年数１年未満）等であり、通常使用する事務用品は除く。
・薬品類については１件２０万円以上（消費税等含まない）であってもこの項目に計上する。


	８．臨時傭役費
９．その他

	・委託業務遂行のために直接雇用するアルバイト、派遣社員等の雇用費。受託者の規程等合理的な基準に基づき積算する。
・委託研究内容によって、上記項目以外にも直接委託事業に係る費用を計上できる。例えば、研究実施場所における車両、事務所、土地等の賃借料・整備費・水道光熱費、その他資源機構が認めた費用。（飲食代は不可。）なお、計上にあたっては、委託事業の内容及び必要性を十分に検討の上、積算する。



３．外注費

・委託業務を遂行するため、委託業務の一部を外注することを資源機構が特に認めた場合であって、委託業務に必要な分析・試験機器等の設計・製作、海外における専門的な情報収集のための費用等をいう。
・この資源機構が特に認める場合の申請手続きは、あらかじめ選定した外注先がある場合には、外注先予定会社、実施予定期間、契約予定額、業務概要、及び選定理由を記載した外注先選定理由書を作成・提出するとともに、実施計画書中「実施体制」に外注予定会社名を、同実施計画書中「支出計画明細書」に外注先予定会社名及び契約予定額を各々記載することをもってこれに代えることができる。
・ただし、外注先予定会社が未定の場合には、実施計画書に記載する外注先予定会社名に代えて外注内容を簡潔に記載する。
４．一般管理費
   　 大学等で一般管理費が規程で定められている場合は、規程に基づき算出し計上する。また、算出根拠となる当該規程を申請書に添付すること。ただし、一般管理費率については、直接経費の１５％を上限とする。
なお、大学等で一般管理費の算定方式が規定されておらず、間接経費規程しかない場合には、当該間接経費規程を一般管理費計上の根拠とするが、その場合も一般管理費率は直接経費の１５％を上限とする。
その他書式
・項目毎に細目を設ける場合は順次枝番号をつけて下さい。

・各種書類で様式自由と記載のものは、宛先を独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構　石油開発技術本部 技術企画部　評価・普及課とし、差出人は担当者とし、個人印を押印の上提出して下さい。
例
6  研究実施体制
   6.1 実施体制

(1)，①など

(2)，②など
   6.2 業務従事者

（研究担当者）

（研究協力者）
様　式　１

研　究　者　の　経　歴　等

	eq \o(\s\up 10(ふ　り　が　な),研究者氏名)
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生年月日　　　年　　月　　日）

	所属機関(企業)名
	

	役　職　名
	

	学　位
	機関名
	

	
	学　位
	

	
	取得年
	

	
	専　攻
	

	研究経歴
	年　月
	職　　名
	研　　究　　歴（主な成果等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	研究成果等
	研究論文数
	

	
	著　書　数
	

	
	最近5ヵ年間の主な

研究論文及び著書


	※

	受賞歴・表彰歴
	


· 最近5年間の主な研究論文又は著書について、発表論文・著書名、掲載誌・巻号、発表年頭を記入してください。

· 様式１に記載されている各研究体の代表者について作成下さい。






別添２
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